
核医学診断／治療に関する特掲診療料の施設基準等 

第 6 画像診断 冠動脈 CT 撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影解

析、心臓 MRI 撮影加算、乳房 MRI 撮影加算、小児鎮静下 MRI

撮影加算、頭部 MRI 撮影加算、全身 MRI 撮影加算及び肝エラス

トグラフィ加算の施設基準 

外傷全身 CT 加算の施設基準 

大腸 CT 撮影加算の施設基準 

 

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和 8 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 71 号） 

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和 8 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 8 号） 

 

告示 通知 

5 冠動脈 CT 撮影加算、血流予備量比コンピュータ

ー断層撮影解析、心臓 MRI 撮影加算、乳房 MRI 撮

影加算、小児鎮静下 MRI 撮影加算、頭部 MRI 撮影

加算、全身 MRI 撮影加算及び肝エラストグラフィ

加算の施設基準 

(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当

する常勤の医師が配置されていること。 

(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設

を有していること。  

(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備さ

れていること。 

 

 

5 の 2 外傷全身 CT 加算の施設基準 

(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に

基づいて運営される救命救急センターを有

している病院であること。  

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当

する常勤の医師が配置されていること。 

(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設

を有していること。 

(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備さ

れていること。 

 

第 35 冠動脈 CT 撮影加算 

1 冠動脈 CT 撮影加算に関する施設基準 

(1) 128 列以上又は 64 列以上 128 列未満のマル

チスライス型の CT 装置を有していること。 

(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。 

ア 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する

基準を満たすこと。 

イ 以下のいずれも満たすものであること。 

(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を

満たすこと。 

(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の

医師（専ら循環器疾患の診療を担当

した経験を 10 年以上有するもの）

又は画像診断を専ら担当する常勤

の医師（専ら画像診断を担当した経

験を 10 年以上有するもの）が合わ

せて 3 名以上配置されていること。 

(ハ) 当該保険医療機関において実施さ

れる全ての核医学診断、CT 撮影及

び MRI 撮影について、画像診断管

理加算 1 に関する施設基準の(2)に

規定する医師の下に画像情報の管

理が行われていること。 

 

2 届出に関する事項 

冠動脈 CT 撮影加算の施設基準に係る届出は、別

添 2 の様式 38 を用いること。 
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5 の 3 大腸 CT 撮影加算の施設基準 

当該撮影を行うにつき十分な機器を有している

こと。 

 

第 35 の 2 血流予備量比コンピューター断層撮影解

析 

1 血流予備量比コンピューター断層撮影解析に関す

る施設基準 

(1) 128 列以上又は 64 列以上 128 列未満のマル

チスライス型の CT 装置を有していること。 

(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。 

ア 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する

基準を満たすこと。 

イ 以下のいずれも満たすものであること。 

(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を

満たすこと。 

(ロ) 当該保険医療機関において実施さ

れる全ての核医学診断、CT 撮影及

び MRI 撮影について、画像診断管

理加算 1 に関する施設基準の(2)に

規定する医師の下に画像情報の管

理が行われていること。 

(3) 次のいずれにも該当すること。 

ア 許可病床数が 200 床以上の病院であるこ

と。 

イ 循環器内科及び放射線科を標榜している

保険医療機関であること。 

ウ 5 年以上の循環器内科の経験を有する常

勤の医師が 2 名以上配置されているこ

と。 

エ 5 年以上の心血管インターベンション治

療の経験を有する常勤の医師が 1 名以上

配置されていること。なお、ウに掲げる医

師と同一の者であっても差し支えない。 

オ 「K546」から「K550」までに掲げる手術

を合わせて年間 100 例以上実施している

こと。 

カ 冠動脈狭窄が認められた病変に対して冠

動脈血流予備能測定検査又は血流予備量

比コンピューター断層撮影解析等により

機能的虚血の有無を確認した結果、経皮

的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術

のいずれも行わなかった症例が前年に

10 例以上あること。 



キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、か

つ、日本心血管インターベンション治療

学会の研修施設又は研修関連施設に該当

する病院であること。 

 

2 届出に関する事項 

血流予備量比コンピューター断層撮影解析の施

設基準に係る届出は、別添 2 の様式 37 の 2 及び

様式 52 を用いること。 

 

 

第 35 の３ 外傷全身 CT 加算 

1 外傷全身 CT 加算に関する施設基準 

(1) 救命救急入院料の施設基準の届出を行って

いること。  

(2) 128 列以上又は 64 列以上 128 列未満のマル

チスライス型の CT 装置を有していること。  

(3) 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する施設

基準の届出を行っていること。  

 

2 届出に関する事項 

外傷全身 CT 加算の施設基準に係る届出は、別添

2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 35 の 4 大腸 CT 撮影加算 

1 大腸 CT 撮影加算に関する施設基準 

「E200」コンピューター断層撮影の 1「CT 撮影」

の「イ」128 列以上のマルチスライス型の機器に

よる場合、「ロ」64 列以上 128 列未満のマルチス

ライス型の機器による場合又は「ハ」16 列以上

64 列未満のマルチスライス型の機器による場合

に係る施設基準を現に届け出ていること。 

 

2 届出に関する事項 

コンピューター断層撮影の 1「CT 撮影」の「イ」

128 列以上のマルチスライス型の機器による場
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合、「ロ」64 列以上 128 列未満のマルチスライス

型の機器による場合又は「ハ」16 列以上 64 列未

満のマルチスライス型の機器による場合の届出

を行っていればよく、大腸 CT 撮影加算として特

に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要は

ないこと。 

 

 

第 36 心臓 MRI 撮影加算 

1 心臓 MRI 撮影加算に関する施設基準 

(1) 1.5 テスラ以上の MRI 装置を有しているこ

と。 

(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。 

ア 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する

施設基準を満たすこと。 

イ 以下のいずれも満たすものであること。 

(イ) 画像診断管理加算1に関する基準を

満たすこと。 

(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の

医師（専ら循環器疾患の診療を担当

した経験を 10 年以上有するもの）

又は画像診断を専ら担当する常勤

の医師（専ら画像診断を担当した経

験を 10 年以上有するもの）が合わ

せて 3 名以上配置されていること。 

(ハ) 当該保険医療機関において実施さ

れる全ての核医学診断、CT 撮影及

び MRI 撮影について、画像診断管

理加算１に関する施設基準の(2)に

規定する医師の下に画像情報の管

理が行われていること。 

 

2 届出に関する事項 

心臓 MRI 撮影加算の施設基準に係る届出は、別

添 2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 36 の１の２ 乳房 MRI 撮影加算 

1 乳房 MRI 撮影加算に関する施設基準 

(1) 1.5 テスラ以上の MRI 装置を有しているこ
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と。  

(2) 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する施設

基準を満たすこと。 

(3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能と

して認定された施設であること。 

 

2 届出に関する事項 

乳房 MRI 撮影加算の施設基準に係る届出は、別

添 2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 36 の１の３ 小児鎮静下 MRI 撮影加算 

1 小児鎮静下 MRI 撮影加算に関する施設基準 

(1) 1.5 テスラ以上の MRI 装置を有しているこ

と。 

(2) 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する施設

基準を満たすこと。 

(3) 小児救急医療を行うにつき十分な体制が整

備されていること。 

(4) 小児の MRI 撮影及び画像診断に関して十分

な知識と経験を有する常勤の医師及び小児

の麻酔・鎮静に十分な知識と経験を有する常

勤の医師が、それぞれ 1 名以上配置されてい

ること。 

(5) 関係学会から示されている MRI 撮影時の鎮

静に関する指針に基づき、鎮静下の MRI 撮

影を適切に実施していること。 

 

2 届出に関する事項 

小児鎮静下 MRI 撮影加算の施設基準に係る届出

は、別添 2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 36 の１の４ 頭部 MRI 撮影加算  

1 頭部 MRI 撮影加算に関する施設基準 

(1) 3 テスラ以上の MRI 装置を有していること。 
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(2) 画像診断管理加算 2、３又は 4 に関する施設

基準を満たすこと。 

(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画

像診断を担当した経験を 10 年以上有するも

の又は当該療養について関係学会から示さ

れている 2 年以上の所定の研修（専ら放射線

診 断 に 関 す る も の と し 、 画 像 診 断 、

Interventional Radiology（IVR）及び核医

学に関する事項を全て含むものであるこ

と。）を修了し、その旨が登録されているもの

に限る。）が 3 名以上配置されていること。

なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤

務時間の大部分において画像情報の撮影又

は読影に携わっている者をいう。 

(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定め

る指針に基づく夜間及び休日の読影体制が

整備されていること。 

(5) 当該保険医療機関において実施される全て

の核医学診断、CT 撮影及び MRI 撮影につい

て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診

断管理を行っていること。 

(6) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被

ばく線量管理を行っていること。その際、施

設内の全ての CT 検査の線量情報を電子的に

記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で

集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っ

ていること。 

 

2 届出に関する事項 

頭部 MRI 撮影加算の施設基準に係る届出は、別

添 2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 36 の１の５ 全身 MRI 撮影加算 

1 全身 MRI 撮影加算に関する施設基準 

(1) 1.5 テスラ以上の MRI 装置を有しているこ

と。 

(2) 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する施設

基準を満たすこと。 
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(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画

像診断を担当した経験を 10 年以上有するも

の又は当該療養について関係学会から示さ

れている 2 年以上の所定の研修（専ら放射線

診 断 に 関 す る も の と し 、 画 像 診 断 、

Interventional Radiology（IVR）及び核医

学に関する事項を全て含むものであるこ

と。）を修了し、その旨が登録されているもの

に限る。）が 3 名以上配置されていること。

なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤

務時間の大部分において画像情報の撮影又

は読影に携わっている者をいう。 

(4) 当該保険医療機関において実施される全て

の核医学診断、CT 撮影及び MRI 撮影につい

て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診

断管理を行っていること。 

(5) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被

ばく線量管理を行っていること。その際、施

設内の骨シンチグラフィの線量情報を電子

的に記録し、患者単位で集計・管理の上、被

ばく線量の最適化を行っていること。 

 

2 届出に関する事項 

全身 MRI 撮影加算の施設基準に係る届出は、別

添 2 の様式 38 を用いること。 

 

 

第 36 の１の 6 肝エラストグラフィ加算 

1 肝エラストグラフィ加算に関する施設基準 

(1) 1.5 テスラ以上の MRI 装置を有しているこ

と。 

(2) 画像診断管理加算 2、3 又は 4 に関する施設

基準を満たすこと。 

(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画

像診断を担当した経験を 10 年以上有するも

の又は当該療養について関係学会から示さ

れている 2 年以上の所定の研修（専ら放射線

診 断 に 関 す る も の と し 、 画 像 診 断 、

Interventional Radiology（IVR）及び核医
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学に関する事項を全て含むものであるこ

と。）を修了し、その旨が登録されている医師

に限る。）が 3 名以上配置されていること。

なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤

務時間の大部分において画像情報の撮影又

は読影に携わっている者をいう。 

(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定め

る指針に基づく夜間及び休日の読影体制が

整備されていること。 

(5) 当該保険医療機関において実施される全て

の核医学診断、CT 撮影及び MRI 撮影につい

て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診

断管理を行っていること。 

(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラス

トグラフィ撮影を適切に実施していること。 

 

2 届出に関する事項 

肝エラストグラフィ加算の施設基準に係る届出

は、別添 2 の様式 38 を用いること。 
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